
（1）

個人使用（1人1回あたり）

（2）

令和８年１０月１日から使用料が下記のとおり変更されます

一般

（1時間あたり） 又は18歳未満（左記を除く）又は18歳未満（左記を除く）

【竹田市社会体育・学校体育施設】

竹田市総合運動公園

施　　設　　名
使　用　時　間

使用する者が市民の場合 使用する者が市民でない場合

高校生以下 一般 高校生以下

660円

夜間照明（Ａコート） 1,430円 1,430円 2,860円 2,860円多 目 的 広 場

全面 330円 660円 660円 1,320円

Ａコート 160円 330円 330円

Ｂコート 160円 330円 330円 660円

夜間照明（Ｂコート一部点灯） 1,430円 1,430円 2,860円 2,860円

テ ニ ス コ ー ト
１～８（1コートあたり） 160円 330円 330円

550円 550円

スコアボード（1試合につき） 550円 550円 550円 550円

市 民 球 場

野球場（1時間につき）

490円 990円 990円 1,980円

入場料を徴収する場合は、前記金額に1人あたりの入場料（税込）
のうち最高額のものの100倍に相当する金額を加算する

放送設備（1試合につき） 550円 550円

660円

夜間照明（1コート1時間あたり） 550円 550円 1,100円 1,100円

会議室（1時間につき） 440円 440円 440円 440円

陸 上 競 技 場
（陸上競技のみ）

50円 110円 110円 220円

個人使用（年会費：年度毎） 2,200円 4,400円 4,400円 8,800円

（ フ ィ ー ル ド ） 夜間照明施設全点灯
550円 550円 1,100円 1,100円

（１時間あたり）

専用使用の場合
1,430円 1,430円 2,860円 2,860円

陸 上 競 技 場
入場料を徴収する場合は、前記
金額に1人あたりの入場料（税
込）のうち最高額のものの50倍
に相当する金額を加算する

入場料を徴収する場合は、前記
金額に1人あたりの入場料（税
込）のうち最高額のものの50倍
に相当する金額を加算する

（1時間あたり）
（ ト ラ ッ ク ）

220円

（ 1 組 1 回 使 用 ） その他 110円 110円 110円 110円

器 具 ・ 用 具
走高跳・棒高跳 220円 220円 220円 220円

走幅跳・ハードル・障害器具 220円 220円 220円

竹田市飛田川球場・飛田川弓道場

施　　設　　名
使　用　時　間

使用する者が市民の場合 使用する者が市民でない場合

高校生以下 一般 高校生以下 一般

（1時間あたり） 又は18歳未満（左記を除く）又は18歳未満（左記を除く）

野 球 場

野球場 220円 440円 440円 880円

弓 道 場 220円 220円 440円 440円

ソフトボール場 110円 220円 220円 440円

※ソフトボール場を使用する場合（野球場は使用しない）は1/2の額の相当額を使用料とする。



（3）

（4）

（５）

660円 1,320円

竹田市体育センター

施　　設　　名
使　用　時　間

使用する者が市民の場合 使用する者が市民でない場合

高校生以下 一般 高校生以下 一般

（1時間あたり） 又は18歳未満（左記を除く）又は18歳未満（左記を除く）

220円

個人使用（年会費：年度毎） 2,200円 4,400円 4,400円 8,800円

（1時間あたり） 又は18歳未満（左記を除く）

入場料を徴収する場合は、前記金額に1人あたりの入場料（税込）のうち最高額のものの
100倍に相当する金額を加算する

竹田市久住総合運動公園

施　　設　　名
使　用　時　間

使用する者が市民の場合 使用する者が市民でない場合

高校生以下 一般 高校生以下 一般

体 育 セ ン タ ー

半面 160円 330円 330円 660円

全面 330円 660円 660円 1,320円

営利目的利用 330円 660円

又は18歳未満（左記を除く）

（ フ ィ ー ル ド ） 夜間照明施設全点灯
550円 550円 1,100円 1,100円

（１時間あたり）

専用使用の場合
1,430円 1,430円 2,860円 2,860円

陸 上 競 技 場
入場料を徴収する場合は、前記
金額に1人あたりの入場料（税
込）のうち最高額のものの50倍
に相当する金額を加算する

入場料を徴収する場合は、前記
金額に1人あたりの入場料（税
込）のうち最高額のものの50倍
に相当する金額を加算する

（1時間あたり）
（ ト ラ ッ ク ）

陸 上 競 技 場
（陸上競技のみ）

個人使用（1人1回あたり） 50円 110円 110円

2,860円

テ ニ ス コ ー ト
1面 160円 330円 330円 660円

夜間照明施設使用 550円 550円

野 球 コ ー ト
1面 160円 330円 330円 660円

夜間照明施設使用 1,430円 1,430円 2,860円

ク ラ ブ ハ ウ ス 160円 330円 330円 660円

1,100円 1,100円

す ぱ ー く 久 住 1面 110円 220円 220円 440円

竹田市都野山村広場

施　　設　　名
使　用　時　間

使用する者が市民の場合 使用する者が市民でない場合

高校生以下 一般 高校生以下 一般

（1時間あたり） 又は18歳未満（左記を除く）又は18歳未満（左記を除く）

山 村 広 場 160円 330円 330円 660円



（6）

（7）

竹田市直入総合運動公園

施　　設　　名
使　用　時　間

使用する者が市民の場合 使用する者が市民でない場合

高校生以下 一般 高校生以下 一般

（1時間あたり） 又は18歳未満（左記を除く）又は18歳未満（左記を除く）

多 目 的 広 場
全面 330円 660円 660円 1,320円

半面 160円 330円 330円 660円

野 球 場

490円 990円 990円

入場料を徴収する場合は、前記金額に1人あたりの入場料（税込）のうち最高額のものの
100倍に相当する金額を加算する

テ ニ ス コ ー ト 1面 160円 330円 330円 660円

1,980円

営利目的利用 490円 990円 990円 1,980円

営利目的利用 330円 660円 660円 1,320円

竹田市直入Ｂ＆Ｇ海洋センター

施　　設　　名
使　用　時　間

使用する者が市民の場合 使用する者が市民でない場合

高校生以下 一般 高校生以下 一般

（1時間あたり） 又は18歳未満（左記を除く）又は18歳未満（左記を除く）

剣 道 場 160円 330円 330円 660円

入場料を徴収する場合は、前記金額に1人あたりの入場料（税込）のうち最高額のものの
100倍に相当する金額を加算する

柔 道 場 160円 330円 330円 660円

体 育 館

半面 160円 330円 330円 660円

全面 330円 660円 660円 1,320円

ミーティングルーム 艇庫 220円 220円 440円 440円

トレーニングルーム ２時間
440円（延長の場合は、1時間220円）

回数券　11回券：4,400円　23回券：8,800円

艇 庫 カヌー・ボート・ヨット 330円 330円 660円 660円

※竹田市下竹田グラウンド及び夜間照明施設については廃止のため使用ができません。



（8）

竹田 豊岡 南部

祖峰 城原 荻

久住 白丹 都野

直入

竹田 豊岡 南部

祖峰 城原 荻

久住 白丹 都野

直入

竹田 竹田南部 緑ヶ丘

直入

竹田 竹田南部 緑ヶ丘

直入

竹田市内学校体育施設

施　　設　　名
使　用　時　間

使用する者が市民の場合 使用する者が市民でない場合

高校生以下 一般 高校生以下 一般

（1時間あたり） 又は18歳未満（左記を除く）又は18歳未満（左記を除く）

無料 無料 無料 無料運　　　動　　　場

無料 330円 無料 660円屋内運動場（体育館）

運　　　動　　　場 無料 無料 無料 無料

屋内運動場（体育館） 無料 330円 無料 660円

直 入 中 学 校 夜間照明施設 1,430円 1,430円 2,860円

880円 880円

（夜間照明施設） （陸上競技）一部点灯（補助灯） 330円 330円 660円 660円

2,860円

荻 小 学 校
軟式野球 1,430円 1,430円 2,860円 2,860円

（陸上競技）全点灯 440円 440円

※小中学校運動場及び屋内運動場（体育館）の使用については、各学校での申込み受付となります。

※竹田中及び竹田南部中夜間照明施設については廃止のため使用ができません。

直 入 中 学 校 テニスコート（夜間照明施設） 550円 550円 1,100円 1,100円


